
教材 エアコン工事で食べていくために必要な許可や登録 

以下 e-gov 法令検索より引用（https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000137） 

特定家庭用機器再商品化法 

第四十九条（指定法人等に係る廃棄物処理法の特例等） 

 小売業者又は指定法人若しくは指定法人の委託を受けて特定家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬を業とし

て行う者は、廃棄物処理法第七条第一項又は第十四条第一項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を

受けないで、特定家庭用機器廃棄物の収集又は運搬（第九条の規定による引取り若しくは第十条の規定による

引渡し又は第三十三条第三号に掲げる業務に係るものに限る。）を業として行うことができる。 

２ 第二十三条第一項の認定を受けた製造業者等、指定法人又はこれらの者の委託を受けて特定家庭用機器廃

棄物の再商品化等に必要な行為（一般廃棄物（廃棄物処理法第二条第二項に規定する一般廃棄物をいう。以下

同じ。）又は産業廃棄物（同条第四項に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。）の運搬又は処分（再生するこ

とを含む。以下同じ。）に該当するものに限る。）を業として実施する者（当該認定を受けた製造業者等から委

託を受ける者にあっては、第二十三条第二項第二号に規定する者である者に限る。）は、廃棄物処理法第七条第

一項若しくは第六項又は第十四条第一項若しくは第六項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受け

ないで、当該行為を業として実施することができる。 

（以下略） 

【解説】特定家庭用機器とは特例家庭用機器再商品化法施行令第一条で定められているエアコン、テレビ、冷

蔵庫、冷蔵庫、洗濯機及び衣類乾燥機のことを指します。これらを扱う小売業者は廃棄物処理法第七条一項、

第十四条第一項規定の許可（一般廃棄物収集運搬許可、産業廃棄物収集運搬許可）がなくとも特定家庭用機器

の収集運搬ができるとした規定です。 

 

 

第五十条（一般廃棄物処理業者等に係る廃棄物処理法の特例） 

 産業廃棄物収集運搬業者（小売業者の委託を受けて特定家庭用機器廃棄物（産業廃棄物であるものに限る。

以下「特定家庭用機器産業廃棄物」という。）の収集又は運搬を業として行う者に限る。）は、廃棄物処理法第

七条第一項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、特定家庭用機器廃棄物（一般廃棄物である

ものに限る。以下「特定家庭用機器一般廃棄物」という。）の収集又は運搬の業を行うことができる。この場合

において、その者は、廃棄物処理法第六条の二第二項に規定する一般廃棄物処理基準に従い、特定家庭用機器

一般廃棄物の収集又は運搬を行わなければならない。 

（以下略） 

【解説】 産廃収集運搬業者でも小売業の委託さえあれば特定家庭用機器廃棄物の収集運搬ができるとした規

定です。本来一般廃棄物を扱う際には一廃収集運搬許可が必要ですがその特例となります。 

 

 

第九条（引取義務） 

小売業者は、次に掲げるときは、正当な理由がある場合を除き、特定家庭用機器廃棄物を排出する者（以下

「排出者」という。）から、当該排出者が特定家庭用機器廃棄物を排出する場所において当該特定家庭用機器廃



棄物を引き取らなければならない。 

一 自らが過去に小売販売をした特定家庭用機器に係る特定家庭用機器廃棄物の引取りを求められたとき。 

二 特定家庭用機器の小売販売に際し、同種の特定家庭用機器に係る特定家庭用機器廃棄物の引取りを求め

られたとき。 

【解説】特定家庭用機器の小売業者が課せられる義務の一つです。 

 

 

第十条（引渡義務） 

小売業者は、特定家庭用機器廃棄物を引き取ったときは、自ら当該特定家庭用機器廃棄物を特定家庭用機器

として再度使用する場合その他の主務省令で定める場合を除き、第十七条の規定により当該特定家庭用機器廃

棄物を引き取るべき製造業者等（当該製造業者等が存しないとき、又は当該製造業者等を確知することができ

ないときは、第三十二条第一項に規定する指定法人）に当該特定家庭用機器廃棄物を引き渡さなければならな

い。 

【解説】小売業者に対し一度引き取った特定家庭用機器廃棄物をリユース（再使用）しない場合、製造業者な

どへ引き渡すことを義務付けています。 

 

 

第十三条（料金の公表等） 

 小売業者は、主務省令で定めるところにより、第十一条に規定する料金について、あらかじめ、公表しなけ

ればならない。これを変更するときも、同様とする。 

２ 前項の規定により公表される料金は、特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬を能率的に行った場合におけ

る適正な原価を勘案して定められなければならない。 

３ 小売業者は、第一項の規定により公表される料金の設定に当たっては、排出者の特定家庭用機器廃棄物の

適正な排出を妨げることのないよう配慮しなければならない。 

４ 小売業者は、特定家庭用機器を使用する者又は特定家庭用機器を購入しようとする者から求められたとき

は、その求めに応じ、主務省令で定めるところにより、当該特定家庭用機器に係る第一項又は第二十条第一項

若しくは第三十四条第一項の規定により公表された料金について、これらの者に示さなければならない。 

【解説】小売業者は特定家庭用機器廃棄物の収集運搬に係る料金を排出者に請求できますが、その額をあらか

じめ公表し、なおかつ妥当な金額でなければなりません。第四項はお客様から個別に金額がいくらかかるか聞

かれた場合には回答することを定めています。 

 

 

第四十三条（特定家庭用機器廃棄物に係る管理票） 

 小売業者は、排出者から特定家庭用機器廃棄物を引き取るときは、第十条の主務省令で定める場合を除き、

特定家庭用機器廃棄物管理票（以下単に「管理票」という。）に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定

めるところにより、当該排出者に当該管理票の写しを交付しなければならない。 

２ 前項の規定により排出者から特定家庭用機器廃棄物を引き取った小売業者は、第十七条の規定により当該

特定家庭用機器廃棄物を引き取るべき製造業者等（当該製造業者等が存しないとき、又は当該製造業者等を確



知することができないときは、指定法人）（以下この条において「再商品化等実施者」という。）に当該特定家

庭用機器廃棄物を引き渡すときは、主務省令で定めるところにより、当該再商品化等実施者に同項の規定によ

り記載した管理票を交付しなければならない。 

３ 再商品化等実施者は、前項の規定により小売業者から特定家庭用機器廃棄物を引き取るときは、同項の規

定により交付された管理票に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該小売業者

に当該管理票を回付しなければならない。この場合において、当該再商品化等実施者は、当該管理票の写しを

当該回付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。 

４ 小売業者は、前項の規定による管理票の回付を受けたときは、当該管理票を当該回付を受けた日から主務

省令で定める期間保存しなければならない。 

５ 小売業者は、第一項の規定により管理票の写しを交付した排出者から、その者から引き取った特定家庭用

機器廃棄物に係る前項の規定により保存する管理票を閲覧したい旨の申出があったときは、正当な理由がなけ

れば、これを拒んではならない。 

 

 


